
集落営農組織の法人化
～法人化で得する経理のポイント～

去る１月９日（水）に外ヶ浜町役場において、平

成１９年度集落営農組織法人化研修会が開催され

ました。研修会では公認会計士で税理士の小野寺

高氏を講師として、「法人化で得する経理のポイン

ト」について講演がありました。

東青管内では、これまで１４の集落営農組織が

設立されました。これらの集落営農組織は５年後の

平成２３年秋から２４年春までに法人化を目指して

取り組んでいます。

法人化については、法人税や消費税などの新た ＜講演する小野寺高氏＞

な税負担、補助事業等で取得した資産の引継ぎ等、大きな障壁がありました。しかし、農林水産

省や国税当局から集落営農組織の法人化に関する新たな見解が示され、集落営農法人の優位

性が明らかになってきました。

１ これからの法人化は農事組合法人が主流！

集落営農組織を法人化する場合、一般的に株式会社もしくは農事組合法人が考えられま

す。株式会社は会社法に基づく法人で、営利の追求を目的としています。議決権が１株１票制

で迅速な意志決定が可能です。一方、農事組合法人は農協法に基づく法人で、共同利益の

増進を目的としています。議決権が１人１票制で、組合員の平等を原則としていることから、集

落営農組織の組合員に馴染みやすいと考えられます。

２ 農事組合法人の税務上の特典

農事組合法人では、各組合員の労務の質や内容、従事時

間等に応じて剰余金を配当する従事分量配当を行うことができ

ます。この従事分量配当は法人の必要経費となることから、法

人税を大幅に軽減することができます。

また、従事分量配当が消費税法上の「課税仕入」に該当す

るとの見解が、国税当局から示されました。このため、麦・大豆

の生産割合が高く、収入の大半を国からの交付金等で占める
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法人においては、設立年から毎年消費税が還付される可能性が高いと思われます。

ただし、消費税の還付を受けるためには、課税売上と課税仕入を計算し、納税額を計算す

る「原則課税」を選択し、消費税課税事業者の選択届を税務署に提出する必要があります。

３ 補助事業で導入した農業機械の引継ぎ

農林水産省では、平成１９

年３月２７日に補助事業で導

入した農業機械の引継ぎに関

する新たな見解を示しました。

集落営農組織が法人に組織

変更する際、これまで無償貸

付・無償譲渡を除いて補助金

返還する必要がありましたが、

「残存簿価で譲渡」もしくは「時

価で譲渡」でも補助金の返還

を求めないこととなりました。

このうち、「時価譲渡」では

譲渡額が消費税の課税仕入

に相当するため、法人側から

見ると、消費税の納税額が最

も少なくなります。また、任意

組合を併存させる必要もない

ため、運営・事務面でも効率

的です。

一方、任意組合側からみる

と、帳簿価額との差額分＝補

助金相当分が譲渡益となりま

すが、機械の譲渡所得につい

ては１人当たり最高５０万円の

特別控除があるため、ほとん

ど所得税が発生しないと思わ

れます。
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品目横断的経営安定対策が見直しされます

１９年産から、品目横断的経営安定対策が始まりましたが、制度の基本を維持しつつ、地域の

実態に即した見直しが行われることとなりました。

主な見直しは、①市町村特認制度の創設（特例を活用しても加入できなかった方にも加入の

道が開かれる）、②収入影響緩和対策の充実（大幅な収入減少に対応するため、一度に上限額

までの積立を選択できる仕組みの設置）、③交付金の支払の一本化（農協が販売代金と一緒に

生産条件不利補正対策の交付金を立替払できるよう、国からの交付時期を早める）、④申請手続

きの簡素化（書類の大幅な簡素化、申請時期の集中化）などが予定されています。

また、制度の正しい理解を進めるため、次の用語が変更されます。

なお、米政策改革及び農地・水・環境保全向上対策についても、合わせて見直しが行われま

すので、今後詳しい内容が分かり次第、御紹介したいと思います。

デルフィニウムの県育成品種が本格デビュー

デルフィニウムは、青森の「青」をイメージし、青森の夏期冷涼な

気候に適することから、平成８年から県独自の品種育成が開始さ

れました。

初めに登録出願（１８年１０月）されたのは、「ブルースピアー」

（青色花）、「スカイスピアー」（水色花）、「イエロースピアー」（淡黄

色花）の３品種ですが、青系の品種は、赤みの少ない鮮やかな花

色が特徴となっています。

「スピアー」とは、英語で槍を意味し、花の形状を表現していま

す。

１９年８月には「アメジストスピアー」（淡紫色花）も出願公表さ

れ、スピアーシリーズは 4 品種となりました。

これらの作付が本格的に２０年度から始まります。種苗供給量に

限りがあるため、 20 年度分は既に配布先が決まっていますが、 ＜ブルースピアー＞

２１年度以降作付を希望される方、興味のある方は、普及指導室へお問い合わせください。
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平成19年度 優良農地利用高度化研修会開催

～集落営農組織の活性化による遊休農地の解消～

昨年１２月１７日、青森市にある青森県総合社会教育センターで「優良農地利用高度化研修

会」が開催されました。この研修会は、集落営農組織の活動を強化し、優良農地の有効利用の促

進と耕作放棄地の解消により、地域農業の活性化を図ることを目的として、地域リーダーや関係

機関を対象に開催したものです。

研修会では、農事組合法人「原体ファーム」

組合長 及川烈氏が「高収益作物や加工直

売部門の導入による集落営農の多角化」と題

して基調講演を行いました。ほ場整備事業を

契機に集落営農を立ち上げ、各種事業を活

用しながら農事組合法人を設立した経緯、米

価の下落に対応し、高収益作物の導入や米

粉パンの工房づくりなど、集落営農法人の６

次産業化による経営体質の強化について、御

講演されました。

事例発表では、上小国営農組合事務局

小林忠幸氏が「中山間事業等を活用した地

域農業の推進」について、ＪＡ新あおもり営農販売部長 工藤隆志氏が「転作組織を母体とした

集落営農の推進」について、取組み内容を報告しました。

また、青森農政事務所農政推進課 農政業務推進官 佐々木秀之氏から「集落営農に対す

る新たな国の施策について」情報提供がありました。

県では「攻めの農林水産業」推進基本方針の中で、認定農業者や集落営農組織など農業を

担う経営体の育成に取り組むとともに、担い手への農地利用集積や遊休農地の防止・解消を図

ることとしています。

この研修会を契機に、生産者や

関係機関の皆さんが、これからの

集落営農の活動強化に向けて、取

組を強化するとともに、優良農地の

有効活用により地域の農地を守り、

地域農業の活性化が図られること

を期待しています。

講演する及川組合長

熱心に聞き入る研修会出席者


